
「不破高校学校説明会における警報発令時の対応について」 

 

＜実施日当日＞ 

○午前６時３０分の時点で警報が西濃管内の１市町村でも発令されている場合は、行事を

中止する。 

○午前６時３０分の時点で警報が発令されていない場合は、行事を実施する。 

 それ以降に警報が出た場合、担当中学校等と連携し、中止の対応をとる。なお、生徒が

すでに登校している場合は、学校に待機させ、帰宅するのは警報解除後を原則とする。 

 

※「警報」とは、すべての警報とする。 

※中止の場合は、各中学校・高等学校のホームページ掲示板等で連絡する。 

 また、改めて学校説明会は実施しない。 

 


